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第四章 現代多国籍企業の技術管理戦略とその進化

第一節 プロ ・パテン ト時代における技術管理戦略

第一項 米国プロ ・パテン ト政策の復活とその歴史的背景

1970年 代後半以降の米国多国籍企業の国際競争力低下は,米 国の貿易収支に

おける慢性的な赤字体質を生み出す要因の一つとなっていた。そ して,前 章 ま

での考察か ら明らかにされた通 り,こ うした米国多国…籍企業の国際競争力低下

を導いた技術優位性の崩壊は,内 部市場取引による秘匿戦略か ら外部市場取引

による特許戦略への技術管理戦略の転換 にその最大の原因を見出し得ると思わ

れる。

なぜな らば,米 国多国籍企業の技術優位性の崩壊 とは,そ のまま日本や西 ド

イツ(当 時)の 新興多国籍企業による技術 開発力の向上を意味 し,そ してこう

した新興多国籍企業の技術開発力の向上とは,皮 肉にも米国多国籍企業による

特許ライセ ンシングの多用 ・拡大によって実現 されたものであったか らであ

る。 しか し,こ うした特許戦略の多用 ・拡大路線は,も はや米国多国籍企業 自

身の発展 にとっても不可欠なものとなってお り,こ こから従来までのグローバ

ル特許戦略に代わる新たな技術管理戦略の"進 化"が 模索 されることとなった。

では,こ うした技術管理戦略の"進 化"の 背景にある,1980年 代後半以降の

米国を支配するプロ ・パテント政策 とは,一 体如何なる政策であったのか。 ま

た,同 政策下において米国多国籍企業の技術管理戦略は,一 体如何 なる"進 化"

を遂げたのであろうか。

そもそも,こ うした米国によるプロ ・パテント政策の推進は,歴 史的には二

度 目として数えられているという(表29参 照)。つまり,南北戦争が終結 した1865

年から世界恐慌が襲った1930年 までを 「第一次プロ ・パテン ト時代」 と位置付

け,こ こか ら1930～1970年 代の,い わゆる 「第一次プロ ・パテント時代」と 「第

二次プロ ・パテント時代」の問を 「アンチ ・パテン ト時代」 とする考え方が存
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表29米 国における特許政策の歴史的変遷

1776年

1788年

1790年

1859年

1865年

1883年

1925年

1927年

1933年

1945年

1967年

1974年

1980年

1982年

1985年

1986年

1987年

1988年

1991年

1992年

1993年

1995年

1998年

米国と世界の特許権をめ ぐる動 き

米国独立宣言

特許の条文を盛 り込んだ 「米国合衆国憲法」を公布。
「米国連邦特許法」の制定。

リンカーン大統領が,「特許法は天才の火に利益という油を注いだ」と演説。

南北戦争終結。戦争機械の発明者を優遇 した北軍の勝利。

特許の国際的な保護を定めた 「パ リ条約」が締結。

GE社 など世界の主要電球 メーカーが国際電球カルテル(フ ィーバス ・カルテル)

を締結。国際的な 「パテント・プール」の出現。

世界恐慌

ルーズベル ト大統領が教書演説で,世 界恐慌から脱するために 「反独占(ア ンチ ・

トラス ト)」をスローガンとする 「ニューデ ィール政策」を発表。 同大統領 は,

GE社 等による電球国際カルテルやスタンダー ド・オイル社の石油国際カルテル,

シンガー社の ミシン国際カルテルなどを,「パテント・ミスユース(特 許の悪用)」

として厳 しく摘発。

太平洋戦争終結
「世界知的所有権機関(WIPO)」 が設立。

「通商法301条」が成立。

著作権法が改正 され,コ ンピュータ・プログラムが著作物になる。
「連邦巡回区訴訟裁判所(CAFC)」 が設立。

大統領顧問委員会が,レ ーガン大統領に 「ヤング ・レポー ト」を提出。

WIPOが 第一回専門委員会を開催。

米国通商代表部(USTR)が,不 公正貿易国として日本を特定し,「スーパー301条」

の適用を検討。

GATTウ ルグアイ ・ラウンドにおいて,「知的所有権の貿易関連の側面(TRIPs)」

に関する交渉開始。

コーニング社 と住友電工の光ファイバー特許訴訟で,「均等論」の適用により住友

電工の敗訴(和 解金約33億 円)が 決定 し,住 友電工USAは 米国市場から撤退。

国際貿易委員会(ITC)が,米 国における特許侵害の実態について声明を発表。
「包括通商競争力法」が成立。

WIPOが 「特許講和条約」の基本案をまとめる。

ハネウェル社とミノルタカメラのオー トフォーカス特許訴訟で,ミノルタの敗訴(和

解金約166億円)が 決定。均等論の拡大化と賠償金の巨額化が問題に。
「TRIPs協 定」の合意が交わされる。

「世界貿易機関(WTO)」 が設立。米国,日 本,EUな ど81の国と地域が加盟。
「ステー ト・ス トリー ト銀行事件」によって,米 国において初めて 「ビジネスモデ

ル特許(ハ ブ ・アンド・スポーク投資システム)」の有効性が認められ,世 界的な

話題に。
「TRIPs協 定」に伴い,ロ シアや東欧を含めた市場経済移行国と発展途上国延べ

約120ヵ 国に特許制度が施行。

ワシントン連邦地裁がマイクロソフ ト社の反 トラス ト法(独 占禁止法)違反を認定。

米国が特許法を改正 し,出 願公開制度を一部導入へ。
「TRIPs協 定」に伴い,後 発発展途上国延べ約48ヵ国に特許制度が施行予定。

米国の特許政策

1865年 ～1930年

「第一次 プ ロ ・

パ テ ン ト時代」

1930年 代 ～

1970年 代

「ア ンチ ・パ テ

ン ト時代 」

1980年代～現在

「第二次プロ ・

パテント時代」

(出所)上 山明博 『プロパテント・ウォーズー国際特許戦争の舞台裏』(文春新書103)文 藝春秋,2000年,203
～210頁 ,各 種資料,を 参考として筆者作成。
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在 す る の で あ る1)。そ して,こ う した ア ンチ ・パ テ ン ト政 策 の 要 とは,「ア ンチ ・

ト ラ ス ト(Anti-Trust)」 政 策 の 強 化,す な わ ち 米 国 の 「独 占 禁 止 法(The

AntimonopolyLaw)」 で あ る 「反 トラ ス ト法(Anti-TrustLaw)」 の 強 化 で あ

っ た2)。

この点の歴史的な経緯に関しては,上 山明,ヘ ンリー ・幸田両氏の記述 を引

用することとしたい。上山氏は,リ ンカー ンか らルーズベル トに至るまでの米

国の歴史において,1929年 の世界恐慌の存在が 「第一次プロ ・パテ ント時代」

の終焉 と 「アンチ ・パテ ント時代」の到来を導いたとしている。また,幸 田氏

も同様に,世 界恐慌を契機 として米国が特許法の 「抑制」と反 トラス ト法の 「強

化」に乗 り出した点を強調 している。そして,本 稿での主張 との関連からは,

両氏 ともに世界恐慌を導いた要因に一つに,い わゆる米国多国籍企業によるグ

ローバル特許戦略の多用 ・拡大(=国 際特許カルテル,パ テント・プール)を

挙げている点が注目されよう3)。

「アメリカの歴代大統領のなかで,唯 一の特許権者であったリンカーン大統

領は,ア メリカで最初にプロパテン ト政策をとった。その結果,北 軍は勝利に

1)上 山明博 『プ ロパ テ ン ト・ウ ォー ズー 国 際特 許 戦争 の 舞台 裏』(文 春新 書103)文

藝 春秋,2000年,104頁 。 しか し,亀 井弘 勝氏 は,「 プ ロ ・パ テ ン トとい う言 葉が

使 用 され る よ うにな る前 に,ア ンチ パ テ ン トとい う言 葉が 実際 に使 用 され てい た

か とい う と,そ の よ うな使用 例 が実際 にあ った よ うには思 われ ない」,として い る。

亀 井弘 勝稿 「日米特 許摩 擦 で何 が問題 なのか」 山川政樹 編 著 『国際特 許摩 擦 と 日

本 の選 択』 東洋 経 済新報 社,1994年,26頁 。 本稿 で は,正 式 な名称 と して では な

く,米 国 の特許 政 策 をめ ぐる歴 史的 な流 れ を概 観 す る上で の一 視角 と して,ア ン

チ ・パ テ ン ト時 代 の設 定 を行 う こと として いる。

2)詳 し くは,塩 入 明 『日米特 許摩擦 一 必要 かつ 有用 な試 練』 中央 経済社,1993年,

第6章,富 田徹 男 『市場 競 争か ら見 た知 的所 有権』 ダ イヤ モ ン ド社,1993年,第

6章,名 和 小太 郎 『知 的財 産権一 ハ イ テ クと ビジネ スに揺 れ る制度一 』 日本 経済

新 聞社,1993年,第3章 第2節,坂 井昭 夫 『日米 ハ イテ ク摩擦 と知 的所 有権』 有

斐 閣,1994年,145～146頁,井 上岳 史 『特 許 が世 界 を塗 り変 え る一 技 術 覇権250

年 の攻 防』NTT出 版,1995年,232～237頁,を 参照 の こ と。 また,米 国 にお け

る知 的財 産権 と独 占禁 止法 の関連 につい て は,村 上政博 『ア メ リカ独 占禁止 法一

シ カゴ学 派の勝 利一 』 有斐 閣,1987年,第 皿章,を 参 照の こと。

3)い ず れの 引用部 分 に登場 す る 「プ ロパ テ ン ト」 及 び 「プ ロ ・パ テ ン ト」 は,本 稿

で言 うとこ ろの 「第一次 プロ ・パ テ ン ト時代」 を意味 して い る。
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導かれ,ア メリカは産業革命時代を迎えた。ところが,20世 紀に入 ると,世 界

経済は大不況に突入する。 この世界恐慌に対応するため,各 産業界では厳 しい

価格競争を避ける目的で価格協定が結ばれ,特 許を用いたカルテルが形成され

ていった。これに対 して,第32代 大統領に就任 したフランクリン ・ルーズベル

トは1933年,教 書演説で,世 界恐慌から脱するために,反 独 占(ア ンチ トラス

ト)を スローガンとするニューディール政策を打ちだすのだった。 これによっ

てアメリカは,リ ンカーン以来の基本政策であったプロパテン ト政策から,ア

ンチ トラス ト政策へ と180度 の方向転換 をする。お りしも第二次世界大戦中,

各業界で大企業の特許を中心とする国際闇カルテルが形成 されていた。これに

対 してルーズベル ト大統領は戦後ただちに,特 許の悪用(パ テ ント・ミスユー

ス)を 徹底的に断罪。…(中 略)…GE社 などによる電球国際カルテルのほか,

スタンダー ド石油会社 の石油国際カルテル,シ ンガー社の ミシン国際カルテル

など,ル ーズベル トは,独 占禁止法 を武器に,パ テ ント・ミスユースを厳 しく

摘 発 した ので あ る。 か く して ア メ リカは,リ ンカー ンに よる特 許 重視

(Pro-patent)時 代か ら,ル ーズベル トによる反特許(Anti-patent)時 代へ

と移行。そ して戦後,日 本はルーズベル ト以来のアメリカの自由貿易主義のも

とで,経 済成長を遂げてきたのである4)。」 」

「アメリカにおける特許権強化(プ ロ ・パテント)の 時代は1930年 まで続 く。

では,1930年 に何が起 きたのだろうか。1929年,株 価の暴落をきっかけに世界

大恐慌が始まったのだ。時の米国政府 は,大 恐慌の原因を分析 した。種 々の経

済指標 を分析 した結果,最 大の原因は,大 企業による市場の寡占化にあるとい

う結論に達 した。特許法は本質的に企業の寡占 ・独占を許しがちである。この

ため,恐 慌を脱するには特許法を抑制しなければならない。そこで,特 許法 と

は対立関係にある独 占禁止法を強化 したのである。こうして,米 国は1930年 を

境に,『 ア ンチ ・パテン ト』つま り特許冷遇政策に方向転換 した。アンチ ・パ

テントの時代は1970年 代の終わりまでの50年 間,米 国経済を支配す る5)。」

4)上 山,前 掲 書,文 藝 春 秋,2000年,161～162頁 。
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こうして,世 界恐慌 を機に強化 された反 トラス ト法の存在によって,1930年

代から70年代にかけて米国における特許効力は,著 しく弱められていたと考え

られている。そ して,こ うしたアンチ ・パテン ト政策の余波によって,本 来,

守 られるべ き米国多国籍企業 の特許権 さえもその効力 を失い始め,ラ イセン

サーとしての米国多国籍企業の立場は急速 に弱体化することとなる。

例えば,ア ンチ ・パテン ト時代の米国では,他 社から米国企業がライセンス

供与 を求められた場合には,こ れを拒否すれば反 トラス ト法違反に問われたと

いう(す なわち,ラ イセンシング強制)6)。 事実,米 国IBM社 の前身会社 は,

1908年 に英国のBTM社 に対 して計算機特許のライセンシングを行 っていた

が,1949年 に米国の反 トラス ト法違反に問われたことを契機 として,あ らゆる

既存製品と出願中の特許権をBTM社 に無償供与する契約を結ばされている7)。

また,幸 田氏の引用に登場する,1972年 に米国ゼロックス(Xerox)社 が 「連

邦取引委員会(FederalTradeCommission:FTC)」 より複写機市場の独占を

理由に反 トラス ト違反に問われた事件では,ゼ ロックス社の保有するゼログラ

フィー特許を無差別に希望者にライセ ンス供与 しなければならないとする判決

が言い渡され,こ れによって同社の機密情報が競合他社へと流出することとな

った。そしてその結果,前 述のウェスタン ・エレク トロニ ック社 と東京通信工

業の事例同様,迂 回発明攻勢によってゼロックス社は複写機市場 を日本企業に

奪われることとなったのである8)。

5)ヘ ン リ ー ・幸 田 『ビ ジ ネ ス モ デ ル 特 許 』(B&Tブ ッ ク ス)日 刊 工 業 新 聞 社,2000

年,82頁 。

6)振 譜 真 朗 稿 「新 ・知 的 財 産 ウ ォ ッ チ ン グー プ ロ ・パ テ ン ト時 代 一 」 『法 律 文 化 』

Vol.4,1999年,56頁 。

7)M.Wilkins,(1974),TheMaturingofMultinationalEnterpricanBusiness.4broad

from1914to1970,HarvardUniversityPress,pp.402-403.(江 夏 健 一 ・米 倉 昭

夫 訳 『多 国 籍 企 業 の 成 熟(下)』 ミ ネ ル ヴ ァ書 房,1978年,185頁)。

8)名 和,前 掲 書,日 本 経 済 新 聞 社,1993年,53頁,亀 井,前 掲 稿,山 川 編 著,前 掲

書,東 洋 経 済 新 報 社,1994年,26～27頁,K.G.Rivette&Kline,D.,(2000),

Rembranbtsintheαttic'unlockingthehibbenvaluoofPatents,Harvard

BusinessSchoolPress,p.38.(荒 川 弘 煕 監 修 ・NTTデ ー タ技 術 開 発 本 部 訳 『ビ

ジ ネ ス モ デ ル 特 許 戦 略 』NTT出 版,2000年,47頁)。
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その意味では,ア ンチ ・パテン トという,言 わばライセンサーに絶対的に不

利な事業環境の中で米国多国籍企業がグローバル特許戦略を多用 ・拡大 してい

ったことは,ま さにMNE理 論の指摘する 「知識の消散 リスク」を米国多国籍

企業自らが進んで受け入れることに他 ならないことであった。一気に流出 し始

めた米国多国籍企業の 「知識」を狙って,前 述 した日本に代表される新興多国

籍企業による技術導入戦略は,当 然その勢いを一層増 してい くこととなる。 し

かしながら,本 稿において繰 り返 し述べている通 り,米 国多国籍企業にとって

こうしたグローバル特許戦略の推進は,何 よりも巨額化するR&D負 担等への

対応策 として,既 に後戻 りのできない選択肢 となっていたのである。

このように,こ の当時の米国多国籍企業は,特 許戦略の多用 ・拡大路線の継

続 と 「知識の消散 リスク」の抑制 という,二 つの矛盾する難題を抱えていたと

考えられている。そして,こ うした矛盾を克服するために,米 国多国籍企業は

米国政府へ働 きかけ,米 国は再びプロ ・パテント時代へ と回帰 してい くことと

なるのである。米国多国籍企業の 目的は,プ ロ ・パテント政策を推進すること

によって,特 許戦略の多用 ・拡大路線の継続 と 「知識の消散リスク」の抑制を

同時実現することにあったと考えられる。つ まり,1980年 代後半以降の米国多

国籍企業による技術管理戦略の"進 化"と は,外 部市場取引である特許戦略に

よって 「専有可能性の確保」 を実現すること,す なわち特許戦略の"強 化"を

意味 していたのである。

第二項 米国プロ ・パテン ト政策の実態一ヤング ・レポー トとCAFC

1979年10月31日,当 時の米国カーター大統領は,「 アメリカの競争力 と起業

家精神を高揚させ るための独 自の政策」という教書を議会に送付 した。

その主要な内容 とは,次 のようなものであった9)。

9)大 森,前 掲 書,集 英 社,1992年,51頁,長 谷 川 俊 明 『日米 パ テ ン ト・ウ ォー 』 弘

文 堂,1993年,3頁,守,前 掲 書,新 潮 社,1994年,182～183頁 。
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① 連邦助成研究開発成果の技術移転促進

② ベンチャー企業の育成

③ 反 トラスト法の緩和

④ 知的財産権保護強化

そして,こ の政策を受け継いだレーガン共和党政権下において,米 国はより

本格的なプロ ・パテン ト政策として,①CAFCの 設立(1982年)と,② ヤ ング ・

レポー トの発表(1985年),を 行うのである。すなわち,米 国は,こ の時を境に,

約半世紀ぶ りにプロ ・パテント政策を復活させ,い わゆる 「第二次プロ ・パテ

ン ト時代」へと突入 していくこととなるのである。

では,こ の レーガン政権による二つのプロ ・パテ ント政策の実態 とは,一 体

どのようなものであったのだろうか。 また,そ れらの政策 と米国多国籍企業の

関係とは,一 体どのようなものであったのだろうか。

(1)ヤ ング ・レポー トと包括通商競争力法

1983年6月,当 時 の レー ガ ン大 統 領 は,1982年 に 設 置 して い た 国 内産 業 の 活

性 化 を 目 的 とす る先 端 技 術 の 国 際 競 争 力 強化 の た め の 特 別 委 員 会 を新 た に 再 編

し,「 大 統 領 産 業 競 争 力 委 員 会(President'sCommissiononIndustrialCom-

petitiveness)」 を 設 置 し た 。 委 員 長 に は,米 国 ヒ ュ ー レ ッ ト ・パ ッ カ ー ド

(HewlettPackard)社 の ヤ ン グ(J.A.Young)社 長 が 任 命 さ れ,委 員 に は,

産 業 界,労 働 界,政 府,学 界 か ら代 表30名 が 選 出 さ れ た 。

1985年1月,同 委 員 会 は,「 グ ロ ー バ ル 競 争 一 新 しい 現 実(GlobalCompeti-

tion-TheNewReality)」 と い う報 告 書 を発 表 す る。 同 報 告 書 は,委 員 長 の

名 を とっ て,一 般 に は 「ヤ ング ・レ ポ ー ト(YoungReport)」 と呼 ば れ る こ と

と な る10)。

10)本 稿 でのヤ ング ・レポ ー トに関す る記 述 につ いて は,大 森,前 掲 書,集 英 社,1992
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ヤ ン グ ・レ ポ ー トの 主 要 な勧 告 内容 は,以 下 の 通 りで あ る11)。

① 研究 ・開発の促進および製造技術の向上

② 産業界への資金の円滑な投入

③ 教育 ・訓練を通じての人材の育成

④ 輸出拡大を目指した通商政策の策定

⑤ その他の行動一国家レベルでの起業家精神の高揚と技術革新の推進

つまり,ヤ ング ・レポー トでは,当 時,先 端技術分野で 日本や西 ドイツに奪

われつつあった技術優位の奪回に向けて,米 国政府 ・産業界が一体 となって新

たな技術革新 に取 り組む必要性 を強 く訴えていたのである。 しかし,ヤ ング ・

レポー トの特徴 は,こ うした米国における技術革新に関す る勧告内容によりも,

むしろ米国の所有する知的財産権の強化 と保護に対する勧告内容 にあるとされ

る。すなわち,ヤ ング ・レポー トには,特 許権 といった知的財産権の保護を強

化 しなければ米国産業の国際競争力は再生できない,と の主張が込め られてい

たと考えられるのである。

そして,ヤ ング ・レポー トには,そ のために米国が取 り組むべ き知的財産権

政策の内容 として,次 の三点を強調 しているのである12)。

① 知的財産権の保護により,過 去の研究成果を生か して国際競争力をつけ

ること。

② コンピュータ ・ソフトウェアやバイオ ・テクノロジー(生 命工学)な ど

年,51～53頁,塩 入,前 掲 書,中 央 経 済 社,1993年,5～7頁,富 田,前 掲 書,

ダ イ ヤ モ ン ド社,1993年,163～166頁,長 谷 川 俊 明 『日米 法 務 摩 擦 』 中 央 公 論 社,

1993年,100～102頁,守,前 掲 書,新 潮 社,1993年,191～192頁,坂 井,前 掲 書,

有 斐 閣,1994年,132～133頁,井 上,前 掲 書,NTT出 版,1995年,226～231頁,

上 山,前 掲 書,文 藝 春 秋,2000年,124～131頁,を 参 考 と して い る。

11)守,前 掲 書,新 潮 社,1993年,191頁 。

12)大 森,前 掲 書,集 英 社,1992年,53頁,守,前 掲 書,新 潮 社,1993年,192頁 。
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の先端技術 を十分に保護 し,将 来の市場 を確保すること。

③ このために,米 国国内の知的財産権関連法を整備 し,外 国に対 しても制

度改正を強 く迫ること。

こうして,ヤ ング ・レポー トは様々な勧告 を通 じて,21世 紀に向けて米国が

取 り組むべ き知的財産政策について明確な指針を打ち出し,国 内でのプロ ・パ

テント政策 とともに,国 外での知的財産権保護に関する外交政策 をより一層深

化 させていくこととなるのである(図4参 照)。

図4ヤ ング・レポートの勧告内容

米国特許制度の問題点 外国における特許制度の問題点

製法特許
バイオ・テクノロジーの保護

コンピュータ・ソフトウェアの保護

反トラスト法と特許

政治資金による開発と特許

製法特許の強化
反トラスト法の緩和
特許権の強化
政府資金特許の活用

強制実施権
新技術の保護

強制実施権
途上国による挑戦

ローチ

通商法第301条 の適用

国別調査

二国間ア ローチ
ニ国間協定を推進
特許保護強化のための援助
貿易協定との調整

多国間ア ローチ
GATTに おいて特 許保護強化を提起

OECDに おいて特 許保護間題を提起

基本的保護レベルの確立

既存の国際条約や国際機 関の見直し

(出所)井 上 岳 史 『特 許が 世界 を塗 り変 える 一 技 術 覇権250年 の攻 防』

NTT出 版,1995年,229頁,に 筆 者加 筆修 正 。
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な か で も注 目す べ きは,ヤ ン グ ・レポ ー トの勧 告 を受 け て 政 府 が 積 極 的 に取

り組 む こ と とな っ た,米 国 の 知 的 財 産 権 外 交 で あ る。 こ こ で は,1988年8月 に

発 効 し た 「包 括 通 商 競 争 力 法(OmnibusTradeandCompetitivenessActof

1988)」 につ い て 概 観 す る こ と と した い13)。

包 括 通 商 競 争 力 法 は,既 存 の 米 国 国 内 法 で あ る,① 「通 商 法301条 」,② 「関

税 法337条 」,③ 「製 法 特 許 に 関 す る特 許 法 」,を 改 定 した もの に よ っ て 構 成 さ

れ て い る 。 本 稿 で は,米 国 の 知 的 財 産 権 外 交 に とっ て 重 要 と され る① と② の 内

容 につ い て,概 観 す る こ と と した い。

1974年 成 立 の 通 商 法301条 で は,米 国 の 通 商 に不 利 益 を与 え て い る 外 国 の 貿

易 障 壁,不 公 正 な貿 易 慣 行 に つ い て調 査 しそ の 国 と協 議 を行 い,必 要 で あ れ ば

「米 国 通 商 代 表 部(UnitedStatesTradeRepresentative:USTR)」 を通 じて 「報

復 措 置 」 や 「輸 入 規 制 」,「特 恵 関 税 適 用 の 廃 止 」 等 の 対 抗 措 置 を採 る こ と を規

定 して い る。 そ して,今 回 の 包 括 通 商 競 争 力 法 で の 改 正 に よ っ て,通 商 法301

条 は新 た に 「ス ペ シ ャ ル301条 」 とな り,こ う して 米 国 は,相 手 国 の 知 的 財 産

権 制 度 の改 革 につ い て,よ り強力 な二 国 間 交 渉 を展 開 す る体 制 を整 え る こ と と

な っ た の で あ る(表30参 照)14)。

さ らに,多 国 間 交 渉 の 場 と して 米 国 は,こ れ ま で 以 上 に 「GATT(General

AgreementonTariffsandTrade:関 税 お よ び貿 易 に 関 す る 一 般 協 定)」 を 重

視 し始 め,1986年 に はGATTの ウ ル グ ア イ ・ラ ウ ン ドに お い て 「知 的 所 有 権

の 貿 易 関 連 の 側 面(TradeRelatedAspectsoflntellectualPropertyRights:

TRIPs)」 を交 渉 対 象 に含 ませ る こ と に成 功 す る の で あ る15)。

13)本 稿 にお け る米国 にお け る国 内法制 の強 化 の記述 につ い ては,大 森,前 掲 書,集

英 社,1992年,53～61頁,塩 入,前 掲 書,中 央経 済社,1993年,7～15頁,守,

前 掲書,新 潮社,1993年,193～200頁,中 本悟 『現代 ア メ リカの通 商政 策一 戦後

にお け る通商法 の 変遷 と多 国籍 企業一 』 有斐 閣,1999年,37～41頁,上 山,前 掲

書,文 藝春 秋,2000年,131～145頁,を 参考 と して い る。

14)守,前 掲 書,新 潮社,1993年,193～194頁 。また,知 的財 産権以 外 の品 目につ い て,

と くに対 日市場 開放 を目的 と して 同 じ く通商 法301条 を改 正 した もの が,か の 「スー

パー301条 」で あ る。 同上,193頁,長 谷 川,前 掲 書,弘 文堂,1993年,8～9頁 。

また,詳 し くは,中 本,前 掲書,有 斐 閣,1999年,40～41頁,を 参照 の こ と。
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表30米 国の交渉成果

年 度 米 国 の 交 渉 成 果

(1)1989年 (包括通商競争力法制定の翌年)
サ ウ ジア ラビ ア 著作権法改正
イ ン ドネ シア 特許法制定,米 国と著作権協定締結
コロ ンビア ソフ トウェア の保 護 開始

(2)1990年

日本 不正競争防止法改正
ドイ ツ 知的財産権侵害への罰則強化
マ レー シ ァ 著作権法改正 ・ベルヌ条約加盟

チ リ ソ フ トウェア の保護 開始

ユ ー ゴス ラビ ア 特許法改正
ポ ー ラ ン ド 米国と知的財産権の保護に関する協定締結

(3)1991年

中国 著作権法施行
EC ソフ トウ ェア の保 護 に 関す る指令

韓国 企業秘密保護法立法
シ ンガポー ル 商標法改正
メ キ シ コ ・チ リ 特許法改正 ・著作権法改正
ルーマニア ・ブルガリア 米国と知的財産権の保護に関する協定締結

(4)1992年

日本 サ ー ビスマ ー ク(役 務商標)の 登 録開 始

中国 米国と知的財産権の保護に関する協定締結 ・ベルヌ条約加盟

台湾 著作権法改正 ・企業秘密の保護開始
タイ 特許法改正 ・商標法改正 ・米国と知的財産権協定締結
ニ ユ ー ジ ー ラ ン ド 医薬品の強制ライセンス廃止

南 ア フ リカ 著作 権 法改 正 ・ソフ トウ ェァ を保 護

ブ ラ ジ ル ・ペ ル ー 知的財産権の保護を強化
パ キス タ ン 著作権法改正
ロシ ア 新特 許 法 ・半導体 レイア ウ ト法 ・ソフ トウ ェア保護 法

ポ ー ラ ン ド 特許法改正

(出所)塩 入 明 『日米特 許 摩i擦一 必 要 かつ有 用 な試練 』 中央経 済社,1993年,12～

13頁,に 筆者 一部 加筆 修正 。

15)守,前 掲 書,新 潮社,1993年,194頁 。 また,米 国 がWIPOよ りも知 的 財産 権 問

題 とは基本 的 に 関連 の薄 いGATTを 交 渉 の場 と して重 視 した背 景 と して は,①

GATTで は米 国の交 渉 力が もの をいい,②GATTで は先進 国 の主張 が 通 りやす

い,か らで あ る とい う。 詳 し くは,塩 入,前 掲書,中 央経 済社,1993年,9～10

頁,を 参 照 の こ と。
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発展途上国 を含む108の 交渉参加国によるTRPs交 渉の包括合意案である

「ドンケル ・テキス ト(ま たは,ド ンケル ・ペーパー)」 の特徴 は,次 の三点

にまとめ られる16)。

① 特許,意 匠,商 標,地 理的表示,半 導体チップ ・レイアウ ト,ト レー ド・

シークレッ ト,著作権などの知的財産権全般の保護を包括的に対象 とする。

② 各国の法律の実体面だけでなく,執 行(エ ンフォースメント)の ための

司法 ・行政手続について,詳 細な規定を置いている。

③ 参加国の問で紛争が生 じたときに協議 し,あ るいは合意違反については

その改善を勧告 し得るような紛争処理手続が設けられた。この手続におい

ては,勧 告に従わない国の国民の有する知的財産権の保護 を制限する,あ

るいは違反国からの輸入 を制限す るといった制裁措置を採ることもでき

る。

次に,関 税法337条 の改正について見てい くこととしたい。

関税法337条 とは,本 来,米 国産業に深刻な被害を与えることや,米 国内に

おける商取引を抑制した り独 占したりするような;言 わば 「不公正貿易慣行」

を全般的に禁 じることを目的とした条項であった。そ して,同 条項は,や は り

外国 との知的財産権問題に関して,と くに特許侵害紛争に関連して用いられる

機会が多かったとされる。

具体的には,米 国特許を違法に侵害した外国製品が輸入 される場合には輸入

禁止令によってそれを阻止 した り,既 に米国内に輸入され販売されていた場合

には販売禁止令 によって阻止 したりすることが行われていた17)。管轄機関は,

「ITC(lnternationalTradeCommission:国 際貿易委員会)」 である。

16)長 谷 川,前 掲 書,中 央 公 論 社,1993年,49～50頁,長 谷 川,前 掲 書,弘 文 堂,1993

年,46～47頁 。

17)守,前 掲 書,新 潮 社,1993年,197頁 。 また,坂 井,前 掲 書,有 斐 閣,1994年,154

～156頁 ,も 参 照 の こ と。
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1988年 の包括通商競争力法の登場によって,通 商法301条 同様に関税法337条

も改正がな されジ とくに米国の企業や個人が外 国企業による特許権侵害 を

ITCに 提訴 し易 くなったとされる18)。

例 えば,改 正前のITCへ の提訴要件 としては,次 の三つの条件が必要 とさ

れていたという19)。

① 米国内に調査対象品目にかかわる産業が存在すること,ま たは,成 立し

つつあること。

② 国内産業が効率的かつ経済的に運営 されていること。

③ 不正な行為がなされた結果,国 内産業 を破壊 し,も しくは,こ れに実質

的な被害を及ぼ していること,ま たは米国における取引を制限もしくは独

占す ること。

そ して,改 正後には,そ の条件は次のように変化 している。

① は,ま だ企業が実際に存在せず投資だけの準備であって も,「産業が存在

する」 と認められるようになった。

② は,完 全 に排除された。

③ は,改 正後,実 際にどれだけ損をしたかという 「産業被害要件」の実証義

務が削除された。

また,こ の他 にも改正 によって,仮 の救済命令の発動が早 くなったこと(=

7ヶ 月から90日 以内へ)や,ITCの 決定に承認 を与える機関が変更 されたこ

と(=大 統領か らUSTRへ)な ども,米 国の企業 ・個人が外国企業による特

許侵害へ の対抗措置を迅速かつ強力 に推 し進 めることを可能 としたとされ

18)こ の 点 に 関 す る よ り詳 しい 経 緯 に つ い て は,尾 崎,前 掲 書,発 明 協 会,1989年,

皿 ～W,を 参 照 の こ と。

19)守,前 掲 書,新 潮 社,1993年,198～199頁 。
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る20)。

以上,ヤ ング ・レポー ト及び包括通商競争力法の実態について概観 してみた。

そして,こ こから我々が理解 し得 ることは,こ れらの新たな勧告や国内法の成

立が企図 したものが,実 質的に米国多国籍企業の所有する特許権の実効性 を高

め,さ らにはその世界的な保護 を世界各国に義務付けること,す なわち 「専有

可能性の確保」の実現手段 としての特許戦略の"強 化"で あった,と いうこと

である21)。そして,こ うした米国におけるプロ ・パテ ント政策(と くに知的

財産権外交)の 推進に向けて,米 国多国籍企業自身も様々な取 り組みやロビー

活 動 を行 っ て い た の で あ る。

例 え ば,米 国 の 知 的 財 産 権 外 交 の 圧 力 団体 と して は,こ れ まで も 「米 国 半 導

体 工 業 会(TheSemiconductorIndustryAssociation:SAI)22)」 や 「電 子 事

務 機 工 業 会(TheComputerandBusinessEquipmentManufacture

Association:CBEMA)」 とい っ た 産 業 団体 が 存 在 して い た が,新 た に 業 界 横

断 的 組 織 と し て 「ビ ジ ネ ス ・ソ フ トウ ェ ア ・ア ラ イ ア ン ス(BusinessSoft-

wareAIIiance:BSA)23)」 や 「米 国知 的 所 有 権 委 員 会(lntellectualProperty

Committee:IPC)」 が 加 わ る こ と と な っ た(図5参 照)。

20)同 上,199頁 。

21)ま た,こ う した グ ロー バ ル特 許戦略 の再 強化 の先 に,輸 出拡大 によ る貿 易赤 字解

消 とい う大 きな 目的 が存 在す る こ とも忘 れ ては な らな いで あ ろ う。 「……1980年

代 後 半 に な る と,レ ー ガ ン政権 の 『新 通商 政 策』 に よ り政 府 自らがUSTRに 外

国の不 公正 貿 易 を提 訴 した り,1988年 包 括通 商 ・競争 力法 の スーパ ー301条 で は,

USTRに 義 務 づ け られた 不 公正 貿 易 調査 に基 づ い て政 府 は相 手 国 政府 との2国

間交渉 を行 い,不 公正 な貿 易行 為,政 策,慣 行 の除去 の ため の協 定締結 と輸 出拡

大 の結 果 を追 求す る(ま たは,協 定 が不 首尾 に終 わ った場 合 には,相 手 国へ の制

裁 措置 を実 施 す る)よ うにな った。 この時期 には,国 際競 争力 が 強い畜 産物,農

産物,金 融 ・保 険 な どのサ ー ビス,あ るい は知的 財産権 の 分野 で,301条,ス ーパ ー

301条,ス ペ シ ャル301条 を使 って外 国 の市場 開放 を企図 す る民 間企 業 の輸 出拡大

戦 略 があ った 。」 中本,前 掲 書,有 斐 閣,1999年,219頁 。

22)ヘ ンリー ・幸 田氏 に よれ ば,こ う した圧 力 団体 の 中で も,と くに米 国半導 体 業界

の ロ ビイス ト ・グル ープ に よる ロ ビー 活動 が際 立 ってい た と して い る。幸 田,前

掲 書,日 刊 工 業新 聞社,2000年,86頁 。

23)BSAの 具 体 的 な活 動 に 関 して は,URLhttp:/ww.bsa.or.jpndex.htm,を 参 照 の

こと。
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図5米 国知的財産権外交のパワーストラクチュアー
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(出所)下 田博 次稿 「米 国 ・知 的権利 交 渉 のパ ワー ス トラ クチ ュアー」下 田博次 『知

的所 有 権 の恐 怖一 日米 知 あ げ戦 略一 』 にっか ん書 房,1992年,188頁,に

筆者 一部 修正 。

そ し て,こ う したBSAやIPCの 構 成 メ ンバ ー と して そ の 委 員 会 を 組 織 して

い る の は,や は り米 国 多 国籍 企 業 群 な の で あ る 。BSAに は,ア ップ ル ・コ ン

ピ ュ ー タ(AppleComputer)社,ロ ー タ ス(Lotus)社,マ イ ク ロ ソ フ ト

(Microsoft)社 とい っ た 多 国 籍 企 業 と して の 一 面 も持 つ 米 国大 手 ソ フ ト ・メ ー

カ ー が 参 加 し,IPCに はIBM社,GM社,ヒ ュ ー レ ッ ト ・パ ッ カ ー ド社,デ

ュ ポ ン(DuPont)社,CBS社 とい っ た,米 国 を代 表 す る名 立 た る 多 国 籍 企

業 群 が 参 加 して い る と さ れ る24)。

そ の 意 味 で は,1980年 代 後 半 以 降 の 米 国 に お け る プ ロ ・パ テ ン ト政 策 推 進 の

真 の 立役 者 とは,や は り米 国 多 国籍 企 業 自 身 で あ っ た,と 言 え る で あ ろ う。

24)下 田博 次稿 「米 国 ・知 的権 利交 渉 のパ ワー ス トラ クチ ュアー」下 田,前 掲 書,に っ

か ん書 房,1992年,187～197頁 。
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(2)CAFCと 均等論

前述の通 り,CAFC設 立以前の米国では,巡 回区ごとの 「連邦控訴裁判所」

が特許紛争(す なわち,「有効か無効か」あるいは 「侵害か非侵害か」)の 二審

判決 に関してそれぞれ異 なる判決 を下 していた とされる25)。そ して,そ の判

決内容は,当 時のアンチ ・パテン ト政策の影響によって,一 様にライセンサー

側に不利なもの となっていたという。つまり,か つて米国がアンチ ・パテント

時代にあった際には,特 許侵害訴訟において もライセンサー側の勝率が極めて

低 く,特 許制度そのものが有名無実化 していた,と 考えられるのである26)。

例えば,村 上政博氏の調査によると,1953～80年 までの米国における巡回控

訴裁判所段階での 「特許無効化率(=判 決で特許が無効であると決定される確

率)」 は約60%に も達 し,し かも巡回控訴裁判所 ごとに約40%か ら約80%ま で

の差異が生 じていたことが明 らかにされている(表31・32参 照)。 そして,こ

うした高い無効化率 によって,ま さに当時の米国特許商標庁の出願審査能力へ

の信頼及びその権威が著 しく低下していた,と 考えられるのである27)。

25)CAFCに 関 しては,本 稿 第 二 章 ・第 四節 ・第二項 ・(2),を 参照 の こ と。 また,

本 稿 で のCAFCに 関 す る記 述 につ いて は,大 森,前 掲 書,集 英社,1992年,63
～65頁

,塩 入,前 掲 書,中 央経 済社,1993年,第6章,富 田,前 掲 書,ダ イヤモ

ン ド社,1993年,155～158頁,長 谷 川,前 掲 書,中 央 公論 社,1993年,100～102

頁,長 谷 川,前 掲 書,弘 文 堂,1993年,70～73頁,守,前 掲 書,新 潮社,1993年,

182～190頁,坂 井,前 掲 書,有 斐 閣,1994年,61～62頁,を 参 考 としてい る。

26)内 部化 理 論 に代 表 され る伝 統 的 なMNE理 論 が構築 された1970年 代 当時 も,や は

り米 国 にお ける特 許無効 化率 は非常 に高 くか っ た と考 え られ得 る。 とす れ ば,本

稿 にお い て指摘 した内 部化理 論 論者 に よる 「国 際特 許制度 へ の懸念 」の根本 には,

こ う した 米国 のア ンチ ・パ テ ン ト時代 に培 われ た強 い特許 効力 へ の不 信 感が その

背 景 に存在 してい た こ とを,こ こに再確 認す るこ と としたい。この点 に関 して は,

本稿 第二章 ・第四節 ・第一項,を 参 照 の こと。つ ま り,こ う した特 許効 力へ の根

深 い不 信感 か ら,内 部化 理論 論 者 は当時 進展 しつ つ あっ た国際特 許 制度確 立 に向

けた動 きを積極 的 に評価 し得 ず"黙 殺"し,結 果 と して外 国市場 参入 方式 の選 択

肢 か らライセ ンシ ングを排 除 して いっ た,と 考 え られ る とい うこ とで あ る。また,

この点 に関 して は,別 稿 におい て詳 し く論 じるこ とと したい。

27)村 上,前 掲 書,弘 文堂,1998年,26～27頁 。 また,こ の点 に 関 しては,守,前 掲

書,新 潮社,1994年,186～188頁,を 参 考 と した。



232商 学 討 究 第51巻 第2・3号

表31特 許侵 害訴 訟判 決特 許 無効化 率(巡 回控 訴裁 判所)1973-1980

巡回

地区
事件数

侵害認定

件数 ・率

非侵害認定

件数 ・率

無効認定

件数 ・率

特許有効無効を

認定せず 非侵

害認定件数 ・率

1 19 526% 0 1474% 0

2 36 719% 38% 2261% 411%

3 25 520% 14% 1976% 0

4 30 620% 27% 1653% 620%

5 41 1332% 37% 1844% 717%

6 48 1225% 613% 2756% 38%

7 92 2022% 76% 6368% 22%

8 10 330% 0 660% 110%

9 68 1319% 34% 5276% 0

10 19 947% 15% 947% 0

D.C. 6 0 0 583% 117%

総計 394 9324% 267% 25164% 246%

(出所)村 上,前 掲 書,弘 文堂,1998年,26頁 。

表32特 許侵 害訴 訟判 決特 許無 効化 率(巡 回控訴 裁 判所)1953-1977

有 効
」非 侵 害

毎 効巡回

地区

特許数
合計

侵 害 非 侵 害 (有効性判定な し)
'しb、

数% 数% 数%

1 81 1822.2 33.7 1012.4 5061.7

2 149 2013.4 53.4 138.7 11174.5

3 113 1916.8 32.7 21.8 8978.7

4 121 3327.3 43.3 1714.0 6755.4

5 178 6435.9 126.8 1810.1 8447.2

6 176 4827.3 116.3 137.4 10459.0

7 284 10236.0 186.3 186.3 14651.4

8 58 58.6 11.7 46.9 4882.8

9 227 5122.5 52.2 2511.0 14664.3

10 52 3057.7 11.9 00.0 2140.4

D.C. 8 112.5 00.0 225.0 562.5

総計 1,447 39127.0 634.4 1228.4 87160.2

(出 所)同 上,27頁 。



現代多国籍企業の技術管理戦略とMNE理 論(6) 233

しか し,CAFCの 設立によって,二 審の連邦控訴裁判所における特許裁判は,

CAFCへ の窓ロー本化 によって判例 の統一化が実現 されることとなった。つ 、

まり,そ れまで巡回区ごとに開きのあった無効化率の問題が是正 されたのであ

る。そして,何 よりも重要な変化 として,プ ロ ・パテン ト政策の影響によって,

CAFCの 無効化率が30～40%に 低下 していったことが挙げられよう。つまり,

特許侵害訴訟において,今 度は一転 してライセ ンサー側に有利な判決が多 く下

されるようになったのである。1980年代後半には,ラ イセンサーの勝訴率は80%

となった とい う28)。そ して,こ うしたライセ ンサー側有利の判決傾向は,

CAFCに おいて 「均等論(doctrineofequivalents)」 の概念が積極的に導入 さ

れたことに因るものであった29)。

かつての米国における特許侵害訴訟では,ラ イセンサー側の特許権の範囲か

らしてその文言上の一字一句において抵触 している事実が認められなければ,

明らかに特許侵害による模倣であって も侵害行為にあたらないとする法理論が

一般的に適用 されていたとい う。つまり,特 許権によって保護 される対象の範

囲が極めて狭 く解釈 されていたのである。 ところが,均 等論の採用 によって状

況は一変 し,今 度は特許権の保護対象の範囲が極めて広 く解釈されるようにな

ったというのである。均等論では,「 ある発明がそれを侵害 したとされる発明

とが,実 質的に同一の方法で同一の機能を果た し,同 一の結果を得る場合には,

両者を均等な もの30)」 として,こ うしたケースを特許侵害 と認定することと

なったのである。

28)P.Dwyer,LJereski,Z.SchillerandDinah,L.,(1989),`TheBattleRaging

Over"lntellectualProperty":Patents,copyrights,andtrademarksarepotent

competitiveweapons,'BusinessJ7Veek,May,22,p.81.こ の 点 に 関 して は,坂 井,

前 掲 書,有 斐 閣,1994年,145頁,を 参 考 と した 。

29)こ の 点 に 関 し て は,長 谷 川,前 掲 書,中 央 公 論 社,1993年,100～102頁,守,前

掲 書,新 潮 社,1993年,182～190頁,坂 井,前 掲 書,有 斐 閣,1994年,61頁,幸

田 全 弘 稿 「ア メ リ カ の 特 許 事 情 の 特 殊 性 」 山 川 編 著,前 掲 書,東 洋 経 済 新 報 社,

1994年,53～54頁,を 参 考 と し た 。

30)長 谷 川,前 掲 書,中 央 公 論 社,1993年,102頁 。
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そ して,こ うした法的な裏付 けを得たことにより,米 国多国籍企業は自らの

技術管理戦略の選択肢 に,新 たに 「法務戦略(JudicialAffairStrategy)」 を

加わえることとなったのである。すなわち,米 国における特許侵害訴訟におい

ては,基 本特許を多 く所有する米国多国籍企業の勝訴率が格段 に高まったため,

ここか らそれらの基本特許を周知の技術 として無断で使用 している競合他社を

積極的に特許侵害 として訴え,そ の成果 として莫大な賠償金 ・和解金もしくは

米国市場か らの全面撤退とい う成果を勝ち取 り,こ のことを持って 「専有可能

性の確保」の実現と換えるという,全 く新たな技術管理戦略が模索 され始めた

のである31)。 これ こそが,米 国多国籍企業 による特許戦略の"強 化"の 正体

である。

「均等論が特許権者に有利なのは,特 許を侵害 しているとされる製品が,特

許の改良技術を含んでいても,そ の技術 の基本思想が同じであれば侵害が認め

られる点にある。基本的アイデァにおいて先行 しているアメリカ企業にとって

は,特 に都合が よいことになる32)。」

そ して,こ うした米国多国籍企業による法務戦略のターゲットとして選ばれ

たのが,米 国産の基本特許を改良 ・応用することで技術発展 を成 し遂げた日本

やアジアの企業群であった。 とくに,1980年 代後半以降,米 国で発展 しつつあ

ったソフ トウェア産業 において,そ のソフ ト技術の 「専有可能性 の確保」の視

点か ら前述のIBM社 に代表 される米国ハ イテク多国籍企業は,特 許侵害訴訟

を中心 とした法務戦略を先鋭化 させていた。米国に始まったプロ ・パテント政

策は,主 に日本企業 をターゲットにその攻撃的な側面を次第に明らかなものと

してい くこととなる。

こうして,日 米特許侵害紛争がその幕を開けたのである。

(未完)

31)ま た,坂 井 昭 夫 氏 は こ う し た 法 務 戦 略 に つ い て,「 マ ル チ プ ル ・リー ガ ル ・ハ ラ

ス メ ン ト(MultipleRegalHarassment:多 角 的 な 法 的 い や が らせ)」 と呼 ん で

い る 。 坂 井,前 掲 書,有 斐 閣,1994年,67頁 。

32)長 谷 川,前 掲 書,弘 文 堂,1993年,54～55頁 。


